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第７８３回三沢市農業委員会総会議事録                             

 

１．開会の日時  令和４年２月１０日（木）     午後１時３０分 

２．閉会の日時  令和４年２月１０日（木）     午後２時３０分  

３．開催の場所  三沢市役所 別館４階 第１研修室 

 

４．出席した委員（番号 1から１４）及び推進委員（番号１５から２０）の氏名 

     ２    立崎 京子    ４  川嶋 敏明      ５  一戸 実 

６    門上 牧夫   ７  新堂 政登      ８  千葉 準一 

９     中村 均     １０  北澤 邦彦    １１   浦田 秀人 

１２   種市 廣       １３ 宮古  久光    １４  古田  武信 

１５  赤沼 成人     １６  沼山 英明    １７   葛巻 広行 

１８   田面木 優      １９ 月舘 操     ２０   駒澤 慎 

  

５．欠席した委員及び推進委員の氏名     

１ 佐々木 和枝  ３ 月館 啓三 

 

６．会議の事務に従事した職員の職氏名 

   ○ 参  与・・・局  長  小島 一人 

次  長  山本 誠 

            係  長  小比類巻 浩 

 

○ 会議書記・・・主  事  熊野 健太 

 

７．議 案 

【議案第１号】農用地利用集積計画の作成に係る所有権移転の要請について 

【議案第２号】農用地利用集積計画の作成に係る利用権貸借の要請について 

【議案第３号】農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定について 

【議案第４号】農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について 

【議案第５号】農地転用許可申請に係る意見について 

【議案第６号】農地の利用状況調査に基づく農地・非農地の判定について 

【議案第７号】特定農地貸付けの承認について 

【議案第８号】令和４年度における下限面積の修正について 

【議案第９号】令和４年度農作業労働賃金標準額の設定について 

【議案第１０号】三沢市農業委員会事務局職員の定期人事異動に係る人事交流の協議について 
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議事の概要 

 

事務局      ただ今より、令和４年２月１日に招集通知をいたしました、三沢

市農業委員会、第７８３回総会を開会いたします。 

本日出席の委員数は１２名となっておりますが、三沢市農業委員

会会議規則第８条第１項の規定する定員数には達しているので、本

日の会議は成立いたしますことをご報告いたします。なお、欠席と

なるのは、１番 佐々木委員、３番 月館委員 でございます。ま

た、推進委員につきましては、全６名の出席となっております。そ

れでは、お手元の次第に基づいて進めさせていただきます。始めに、

新堂会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

会 長     委員の皆さんには、御多忙のところ、第７８３回総会にご出席いた

だきまして誠にありがとうございます。 

この冬は昨年１２月から本当に雪が多く、まだまだこれから続くと

思われますが、農業分野の関係でもハウス等の崩壊被害が聞こえてき

ており、皆様におかれましても十分に注意しながら活動されるようお

願いいたします。 

さて、国の「水田活用の直接支払交付金」の要件等については非常

に気になるところですが、別には「2022年度より新規就農支援を刷新

する。」との発表があったところです。内容は機械や施設の導入費の

補助が創設されるなどとなっておりますが、機会を見つけて内容等を

確認いただき、相談等があった場合は農業者の先輩として適切な助言

やアドバイスをしていただければと思います。 

 また、まだまだ世の中が落ち着かない状況ですが、年度末を控え、

さらにあわただしくなってくるものと考えられます。そのような中、

どうか皆さんには、営農及び委員会活動については、これまで同様の

ご協力をお願い申し上げまして、挨拶といたします。 

 

 

 

事務局          ありがとうございました。 

それでは三沢市農業委員会会議規則第５条の規定により、議長は会
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長が務めることとなっておりますので、以降の議事の進行は新堂会長

にお願いいたします。 

 

会 長      それでは、議事の進行役として、しばらくの間、議長を務めさせて 

いただきます。 

 

議 長       議事録署名者を議長が指名することに、ご異議ございませんか。 

 

異  議  な  し 

  

議 長     ご異議なしと認め、６番 門上 牧夫 君 ・ １６番 古田 武

信 君 を指名いたします。 

参与・書記には、参事兼事務局長ほか職員を任命いたします。 

次に会期の決定を行います。  

お諮りいたします。総会の会期は本日一日限りとすることに、ご異議

ございませんか。 

          

異  議  な  し 

 

議 長     ご異議なしと認め、総会の会期は、本日一日限りと決定いたします。 

議案審議に入る前に、報告事項がありますので参事兼事務局長から報

告願います。 

 

局 長     それでは２ページをお開き願います。 

報告第 1号のうち、初めに１月１２日から２月 1０日までに行いまし

た主な業務についてご報告いたします。 

１月１４日に、農業の第三者継承推進フォーラムが青森市で開催さ

れ事務局より出席しております。 

         ２月７日に、第７８３回総会の議案検討会を開催しております。 

        ２月８日の県下農業委員会・事務局長会議は書面決議でありました。 

       本日、第７８３回総会を開催しております。 

次に、１月の事務処理状況についてご報告いたします。 

3 条の 3 第 1 項、相続の届出は９件で、1２万９,４９１平米でした。 

転用につきましては、４条の案件が１件の６８５平米、５条の案件が

１件の２２０平米でした。 

貸借の解約は１件で、２，４９４平米でした。 

内容につきましては、報告第２号で説明させていただきます。 

特定農地貸付は１件で、３，９７６平米でした。 
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ここまでの合計は１３件で、1３万６，８６６平米となっております。 

次に、利用権設定等促進事業の利用権設定が４件で、田、３万３８９

平米、所有権移転が３件で、田２万７，０３３平米、畑１,４４２平

米でした。 

農地中間管理事業につきましては、１０年設定が１７件で、田が１５

万４，５６４平米、畑が１万４，１４１平米でした。 

現地調査につきましては１件で、内容につきましては報告第３号で説

明させていただきます。 

続きまして、２月１１日から３月１０日までの主な業務計画について

ご説明いたします。 

２月２５日に、三沢市農政審議会と三沢市農業再生協議会総会が市

役所で予定され会長と私が出席予定です。 

２月２８日に、県の第７１回常設審議委員会が青森市で予定され、

事務局より出席予定です。 

３月７日に、第７８４回総会の議案検討会を予定しております。 

３月１０日に、第７８４回総会を予定しております。 

次に、３ページをお開き願います。 

報告第２号、農地の貸借の解約に係る通知についてご説明いたします。 

番号１、字淋代平の田１筆、２，４９４平米で、貸借契約を解約し、

借受人を変更するものです。 

なお、解約前の契約内容は表に記載のとおりでございます。 

次に４ページをお開き願います。 

報告第３号農地の現況調査についてご説明いたします。 

 青森地方法務局十和田支局から照会がありました１件について、現

況調査を行っております。 

番号１、春日台三丁目の畑 1筆、３３１平米、場所は三沢商業高校か

ら西へ約４００メートルのところになります。   

２月３日に中村委員、一戸委員、葛巻推進委員が調査を行った結果、

当該地は昭和５３年に５条許可を受け現在、宅地介在雑種地となって

いることから非農地である旨回答しております。 

私からの報告は以上でございます。 

 

議 長     それでは、これより議案の審議に入りますが、会議での発言は三沢

市農業委員会会議規則第９条第２項の規定により、議長の許可を受け

てから発言することになっておりますのでご協力願います。 

それでは議案第１号、農用地利用集積計画の作成に係る所有権移転
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の要請を議題とします。 

 

議 長     事務局より説明願います。 

 

事務局     それでは５ページをお開き願います。 

議案第１号農用地利用集積計画の作成に係る要請について、売買の

案件に関してご説明します。 

利用権設定の種類等は表のとおりであり、件数は２件です。 

番号１字淋代平の田４筆、合計１１,５９８㎡を基盤法の売買によ

る所有権移転です。 

価格は１０aあたり３０万円、総額３４７万９,４００円になります。 

場所は住友化学から北東、約２００ｍにあります。 

番号２字庭構の畑 1筆、１６,８７２㎡を基盤法の売買による所有権

移転です。 

価格は１０aあたり３５万円、総額５９０万円になります。 

場所は朝日集落から東、２００mに位置しています。 

現地確認につきましては一戸委員、中村委員、葛巻推進委員同行のも

と、完了しています。 

 

議 長     これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 

質  疑  な  し 

 

 

議 長     質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第１号は、原案のとおり

三沢市長に対し要請いたします。 

 

 

議 長     次に、議案第２号、農用地利用集積計画の作成に係る利用権賃借の

要請について議題とします。番号１の審議にあたり、農業委員会等に 

関する法律第 31条第１項の規定による議事参与の制限に、６番 門

上 牧夫 君 が該当しますので、審議が終了するまで 一時退席願

います。 

 

≪門上委員退席≫ 
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議 長     事務局より説明願います。 

 

事務局     それでは６ページをお開き願います。 

議案第２号、農用地利用集積計画の作成に係る要請について、貸借

の案件に関してご説明します。 

利用権設定の種類等は表のとおりです。 

番号１、三川目４丁目の畑 1筆、９,０４１㎡を 1年間の賃貸借権設

定です。場所は三川目集落内です。 

以上です。 

 

議 長     これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

北澤委員    借受期間が 1年のものはどういうものか？ 

 

事務局     借り人は法人であるが、契約は一年ごととすることを会社の方針に

しているようです。耕作は今までも行っていて、これからも続ける

と聞いています。 

 

議 長     他にありますか。 

 

質  疑  な  し 

 

議 長     質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第２号、番号１は、原案

のとおり三沢市長に対し要請いたします。 

審議が終了しましたので、６番 門上 牧夫 君 の出席を認めま

す。 

 

≪門上委員復帰≫ 

 

議 長     続いて、番号２から５０の審議に入ります。 

事務局より説明願います。 

 

事務局     番号２から５０以降の案件については、件数が４９件と多いために、

今回は詳細な説明は省略させていただきます。 

 字庭構から字前平までの田と畑 1０９筆、合計２７０,０７４㎡を
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賃貸借権及び使用貸借権設定です。場所については別添地図をご覧く

ださい。今回は庭構地区から字前平までの地域が対象となります。 

現地確認につきましては一戸委員、中村委員、葛巻推進委員同行の

もと、完了しています。 

以上です。 

 

議 長     これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 

質  疑  な  し 

 

 

議 長     質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第２号、番号２から５０

は、原案のとおり三沢市長に対し要請いたします。 

 

 

議 長     次に、議案３号農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定

について議題とします。 

    事務局より説明願います。 

 

 

事務局     それでは２６ページをお開き願います。 

議案第３号、農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定に

ついてご説明いたします。 

番号１、字淋代平の田１筆、２,４９４㎡を 7年間の賃貸借権設定

です。場所は淋代集落から西４００ｍに位置しています。現地確認に

ついて一戸委員、中村委員、葛巻推進委員同行のもと、確認済みです。 

番号２、字淋代平の田 1筆、２,９２２㎡を１０年間の賃貸借権設

定です。場所は住友化学から北東約９００mに位置しています。 

番号３、字淋代平の田２筆、５,８５２㎡を７年間の賃貸借権設定

です。場所は住友化学から北東約１.３kmに位置しています。 

番号４、字淋代平の田２５筆、合計６５,２３７㎡を１０年間の使

用貸借権設定です。場所は淋代平地区にあります。 

以上です。 

 

議 長     これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 
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質  疑  な  し 

 

 

 

議 長           質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第３号は原案のとおり

決定し、三沢市長に対し報告いたします。 

 

議 長       次に、議案第４号、農地法第３条第 1項の規定に基づく農業委員

会の許可について議題とします。事務局より説明願います。 

 

事務局        それでは３０ページをお開き願います。 

議案第４号、農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の

許可について、ご説明いたします。資料と併せてごらんください。 

番号１、流平の畑１筆、１，５５７㎡を知人間の売買による所

有権移転の申請です。 

 譲受人を審査した結果、耕作面積５１，８４５㎡は全て耕作さ

れており、労働力は申請者を含めて２名です。 

 場所は、株式会社ベジポストから北東に約５０ｍです。 

周辺農地への影響はないものと考えられます。  

現地確認については、一戸委員、中村委員、葛巻推進員 同行の

もと終了しています。以上です。 

 

 

議 長        これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 

質  疑  な  し 

 

議 長             質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第４号は原案の通

り許可することに決定いたします。 

 

議 長        次に、議案第５号農地転用許可申請に係る意見について議題

とします。 
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議 長        事務局より説明願います。 

 

事務局        それでは３１ページをお開きください。 

           議案第５号、農地転用許可申請に係る意見についてご説明い

たします。 

最初に４条申請の番号１について、議案第５号資料①と合わ

せてご覧ください。 

           申請人は、深谷３丁目の農家の方です。 

           対象となる土地は、字園沢の畑、１筆の３,０９１㎡です。 

          転用目的はアパート及び農業用の資材・機材置場としての転用

です。 

整備内容は、アパート５棟の建設で建築面積合計は９１０．１

２㎡です。 

その他駐車場４６台、駐輪場３棟、物置、ゴミステーションな

どが整備され、アパート部分の整備で２，９８２㎡、残り１０

９㎡は、農業用資材置場で使用します。 

 場所は、三沢アイスアリーナ及び三沢市国際交流教育センタ

ーから南へ２００ｍに位置し、周辺は、公共施設及び住宅、農

地が混在する地域です。 

 農地区分は、第１種農地でありますが、既存集落に接した場

所であることや代替地の検討もされており、不許可の例外で認

めらます。 

 事業費は、総額３億４千万円で、全額銀行からの融資となり

ます。 

           周辺農地への対策については、申請地外周の南東側には土留

めを設置するため、土砂の流出はありません。又、生活雑排水

については下水道に接続し、雨水は、敷地内に浸透桝を整備し

浸透処理するため、周辺農地への影響はないと考えます。 

          以上のことから、土地利用計画からみた事業規模の妥当性、周

辺農地への影響及び事業実施の確実性から、許可相当と判断さ

れます。 

  現地確認については、中村委員・一戸委員・葛巻推進委員に

より、完了しております。 

続いて３２ページをお開き願います。 

５条転用申請の番号１について、議案第５号資料②と合わせて

ご覧ください。 



10 

 

 対象となる土地は、松原２丁目の田、１筆の２，９９５㎡で

す。 

 場所は、三沢市役所から南へ２km、三沢高校野球部グラウン

ドの南側に位置し、周辺は、住宅、農地が混在する地域です。 

 譲受人は、十和田市の不動産会社です。 

譲渡人は、持分で所有している青森市とおいらせ町の農家の

方です。 

 権利区分については、売買による所有権の移転です。 

転用目的は、建売分譲で、１２区画の分譲となります。 

１区画は１８５㎡～１９８㎡で、坪で５６～６０坪の区画です。 

建売１棟の建築面積は６０㎡で、１２棟合計で７２０㎡となり

ます。 

 農地区分は、第２種農地でありますが、代替地の検討もされ

ており、やむを得ないものと認めらます。 

 事業費は、総額１億１０００万円で、自己資金と銀行からの

融資での対応となります。 

 周辺農地への対策として、生活雑排水については、下水道に

接続し処理し、雨水については、敷地内に浸透桝を整備し処

理するため、周辺農地への影響はないと考えます。 

   以上のことから、土地利用計画からみた事業規模の妥当性、

周辺農地への影響及び事業実施の確実性から、許可相当と判

断されます。 

続きまして５条転用申請の番号２について、議案第５号資料

③と合わせてご覧ください。 

 対象となる土地は、字流平の畑、１筆の５００㎡です。 

譲受人は、南山４丁目の運送業兼農業の方です。 

譲渡人は、美野原１丁目の無職の方です。 

権利区分については、売買による所有権の移転です。 

転用目的は、自己用住宅で、木造二階建ての建築面積１０６．

８２㎡です。 

 敷地面積５００㎡については、運送業で使用する大型トラッ

ク等を駐車するために必要であることから計画は妥当である

と考えます。 

 場所は、三沢市立病院から東へ２．５kmに位置し、周辺は、

三川目集落内のあり、住宅、農地が混在する地域です。 

 農地区分は、第１種農地でありますが、既存集落に接した場
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所であることや代替地の検討もされており、不許可の例外で

認めらます。 

 事業費は、総額３，６００万円で、自己資金及び一部銀行か

らの融資での対応となります。 

 周辺農地への対策として、生活排水は合併浄化槽で処理し、

外周には土留め擁壁を整備し、隣接農地への土砂流出はあり

ません。雨水については、南側側溝に流れないように、整備

するため特に問題はないと考えます。 

   以上のことから、土地利用計画からみた事業規模の妥当性、

周辺農地への影響及び事業実施の確実性から、許可相当と判

断されます。 

 現地確認については、中村委員・一戸委員・葛巻推進委員に

より、完了しております。 

以上であります。 

 

  

議 長            これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

議 長             質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第５号は、委員会

の意見を付して、青森県知事に送付いたします。 

 

議 長       次に、議案第６号農地の利用状況調査に基づく農地・非農地の

判定について議題とします。番号１、２の審議にあたり、農業

委員会等に関する法律第 31条第１項の規定による議事参与の制

限に、９番 中村 均 君 が該当しますので、審議が終了す

るまで一時退席願います。 

 

≪中村委員一時退席≫ 

 

議 長       事務局より説明願います。 

 

事務局            それでは３３ページをお開きください。 

 議案第６号、農地の利用状況調査に基づく農地・非農地の判定

についてご説明いたします。 
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始めに、番号１と番号２でありますが場所は、字淋代平の細谷

工業団地と細谷町内の間にある田です。 

 面積は、番号１が４２０㎡、番号２が７７５㎡です。 

当該地は８月実施した農地パトロール３班の調査において、現

況が雑木林となっており再生利用が困難な農地として B分類の判

定となりましたので、農地法第２条第１項に規定する「農地及び

採草放牧地に該当しない」にあたるため、非農地と判定するもの

であります。 

以上となります。よろしくお願いします。 

 

 

議 長        これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

  質  疑  な  し 

 

議 長             質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第６号番号１、２は

原案のとおり承認することに決定いたします。 

審議が終了しましたので、９番 中村 均 君 の出席を認

めます。 

 

≪中村委員復帰≫ 

 

議 長        続いて、番号３から３８の審議に入ります。 

事務局より説明願います。 

 

事務局       それでは、番号３から３８までご説明いたします。 

 番号３から３８番の場所は、字淋代平の細谷工業団地と細

谷町内の間にある田の３５筆です。 

面積及び所有者については、記載されているとおりです。 

当該地は８月実施した農地パトロール３班の調査において、

現況が雑木林及び山林となっており、今後再生利用が困難な農

地として B分類の判定となりましたので、農地法第２条第１項

に規定する「農地及び採草放牧地に該当しない」にあたるため、

非農地と判定するものであります。 

今月の非農地判定した筆数は３８筆、面積合計５４，６１２

㎡であります。 
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以上となります。よろしくお願いします。 

 

 

議 長          これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

北澤委員        非農地とした場合、農地面積が減少するものか？ 

 

事務局        はい、減少します。 

 

議 長        他にありますか。 

 

 

質  疑  な  し 

 

議 長          質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第６号番号３から

３８は原案の通り承認することに決定いたします。 

 

議 長        次に、議案第７号、特定農地貸付けの承認について議題とし

ます。 

 

議 長         事務局より説明願います。 

 

事務局        それでは３７ページをお開き願います。 

議案第７号、特定農地貸付けの承認申請についてです。 

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第３条

第１項の規定に基づき、農業委員会の承認を求めるものであり

ます。 

簡潔にご説明いたしますと、特定農地貸付けとは、市民農園

の開設を促進することを目的にしたものであり、地方公共団体

や農業協同組合等又はこれら以外で市町村との間で貸付け協

定を締結しているものが、営利を目的としない農作物の栽培の

ために、小面積を短期間で貸付ける場合には、農地法等の特例

に該当し、農地法第３条第１項の許可が不要になるというもの

です。  

以上を踏まえて、議案をご説明いたします。 

番号１、市内のＮＰＯ法人と貸付け協定を締結した「三沢
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市」が、三沢市の貸人２名から、堀口の田２筆 計５，６

９２㎡ を使用貸借による権利を設定して借り受け、市民

農園の実施主体であるＮＰＯ法人へ、使用貸借による権利

を設定して貸付けするものであります。 

貸借期間は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日迄

です。 

1区画当たりの面積は約１６.５㎡、区画数は２２８区画で

す。 

該当農地は市道に面した農用地区域内に位置し、同法律施

行令で定められた、1 区画の面積が１，０００㎡未満、貸

付期間５年以内という条件を満たしており、利用者の募集

についても一般に広く募り、必要に応じて抽選をしており

ます。 

法律に定められた書類も事務局で確認しており、承認に必

要な要件を全て満たしていると思われます。 

現地確認は中村委員・一戸委員・葛巻推進委員同行のもと

完了しております。 

  以上でございます。 

 

議 長              これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 

質  疑  な  し 

 

議 長             質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第７号は原案

のとおり承認することに決定いたします。 

 

議 長          次に、議案第８号、令和４年度における下限面積の修正に

ついて議題とします。 

 

議 長           事務局より説明願います。 

 

事務局          それでは３８ページをお開き願います。 

議案第８号、令和４年度における下限面積（別段の面積）

の修正についてご説明いたします。  

 下限面積とは、農地法第３条による許可要件の 1 つとなり
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ますが、 

農地を取得するには、経営する農地面積の合計が、基準に達

していなければ、新たに農地は取得できないこととされてお

ります。 

 平成２１年１月２３日付の経営局長通知に従い、毎年、下

限面積の設定、又は修正の必要性を検討するものであります。

検討した結果、下限面積である５０ａの修正は必要ないこと

の承認を求めるものです。 

以上です。 

 

議 長          これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 

      質  疑  な  し 

 

議 長           質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第８号は原案の

とおり承認することに決定いたします。 

 

議 長         次に、議案第９号、令和４年度 農作業労働賃金標準額の

設定について議題とします。 

 

議 長          事務局より説明願います。 

 

事務局         それでは、資料３８ページをお開き願います。 

議案第９号、令和４年度農作業労働賃金標準額の設定につ

いてご説明いたします。 

農作業労働賃金標準額におきましては、農地法第５２条の規

定に基づく、情報の提供という事から、毎年、農業委員会が

公表するものです。 

これは、農作業労働賃金の取り決めをする際に目安とするも

のであり、拘束するものではありません。 

対象となる農地の諸条件、当事者間の話し合いを通じて適正

な金額を決めて下さいということです。 

なお、設定額については、おいらせ農協等と協議の上、上

程したものです。令和３年１０月６日から青森県最低賃金が

時間額８２２円に改定されたことから、１円単位を繰り上げ
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した額である８３０円を基準として、水田での田植、除草、

畑での一般作業をそれぞれ、６，６４０円、いずれも実働８

時間で、賄いなしということで設定しました。 

以上です。 

 

 

議 長           これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 

         質  疑  な  し 

 

 

議 長           質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第９号は原案の

とおり承認することに決定いたします。 

 

議 長         次に、議案第１０号、三沢市農業委員会事務局職員の定期

人事異動に係る人事交流の協議について議題とします。 

 

議 長         事務局より説明願います。 

 

事務局        それでは ４０ページをお開きください。 

 議案第１０号、三沢市農業委員会事務局職員の定期人事異動

に係る人事交流の協議についてご説明いたします。 

事務局職員の定期人事異動につきましては、例年３月上旬頃

に、三沢市長から人事交流についての協議の申し入れがあり

ますが、その期日が不明であること及びその回答期限が極め

て短いことなどの理由により、それに合わせて総会を招集す

るには時間的余裕がないことから、当該協議に対する委員会

の意見としては、会長に一任するというものであります。 

 以上でございます。 

 

議 長            これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 

質  疑  な  し 
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議 長           質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第１０号は原案の

とおり承認することに決定いたします。 

 

 

 

≪全議案終了≫ 

 

議 長          以上で、全議案の審議は終了となりましたので、三沢市農業

委員会第７８３回総会を閉会いたします。 

皆様のご協力、ありがとうございました。 




